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会  議  記  録 

会 議 名 称 杉並区子ども・子育て会議（令和５年度第２回） 

日    時 令和５年１１月１０日（金）１８時５９分～２０時４６分 

場    所 杉並区役所 中棟６階 第４会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員名 

小川委員、佐藤委員、高田委員、宮内委員、有馬委員、小俣委員、 

久保田委員、手島委員、大村委員、大山委員、与謝野委員、狩野委員、 

小林委員、四童子委員、中村委員 

事務局 

子ども家庭部長、子ども政策担当課長、地域子育て支援課長、子ども家

庭支援課長、保育課長、保育施設担当課長、児童青少年課長、学童クラ

ブ整備担当課長、障害者施策課長、杉並保健所保健サービス課長 

傍 聴 者 数   名 

配 

付 

資 

料 

等 

 資料１   杉並区子ども・子育て会議委員名簿及び席次表 

資料２   杉並区子ども・子育て会議事務局名簿 

資料３   令和５年度の主な議題とスケジュールについて（11 月変

更） 

資料４   杉並区子ども・子育て支援事業の利用状況等に関する調査

の概要 

資料５   杉並区総合計画・実行計画改定案（抜粋） 

資料５－１ 広報すぎなみ特集号（11月２日発行） 

資料５－２ 子ども分野の総合計画・実行計画改定案体系図 

資料６   児童館再編の検証結果と今後のより良い子どもの居場所

づくりの検討について 

資料６－１ 杉並区立施設再編整備計画検証報告書 

資料７   「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向け

た取組の進捗状況について 

資料７－１ 子どもからの意見聴取の取組・内容について 

〈参考資料〉 

杉並区子ども家庭計画、杉並区地域福祉推進計画、杉並区健康医療計画 

会議次第 

 

 

 

１ 開 会 

２ 新委員の紹介 

３ 議題及び報告事項等 

 （１）子ども・子育て支援事業計画（第３期）策定に伴うニーズ調査

について 

 （２）総合計画・実行計画等の改定案について 

 （３）児童館再編の検証結果と今後のより良い子どもの居場所づくり

の検討について 

 （４）「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向けた取

組の進捗状況について 

４ その他 

大山会長  会長の大山です。定刻の２分前ではあるのですが、委員の先生方、皆

さんおそろいのようですので、少し早いですが、始めさせていただこう

かと思いますが、よろしいでしょうか。 
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 そうしましたら、令和５年度第２回杉並区子ども・子育て会議を開会

したいと思います。 

 早いもので、今年も 11 月ですね。私の勤める大学でもゼミナール発

表会という、１週間通しでゼミ生が発表するという大きなイベントがち

ょうど今日終わりまして、１つ大きな山を越えてほっとしたところでご

ざいます。 

 本日の杉並区の子ども・子育て会議も、議題及び報告事項等について

かなりボリュームのあるものになっておりますので、皆様にもご協力い

ただきながら、円滑な議事進行に務めてまいりたいと思います。 

 最初に、事務局から連絡事項、それから資料の確認をお願いいたしま

す。 

子ども政策担

当課長 

 委員の皆様、本日はお忙しい中お集まりくださいまして、誠にありが

とうございます。事務局を担当いたします、子ども政策担当課長の浅川

でございます。今日はよろしくお願いいたします。 

 まず、定足数の確認をさせていただきます。 

 定足数につきましては、条例第６条第２項によりまして、委員の半数

以上の出席で成立いたします。本日は、吉本委員、東郷委員、根岸委員

の３名の方が欠席ということでご連絡を頂いておりますが、半数以上の

委員の皆様が出席でございますので、本日は有効に成立するものでござ

います。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。今日は資料が多くご

ざいます。 

 まず、事前にお送りさせていただいた資料でございます。本日の次第

が１枚、本日、議題が４つございますけれども、全て報告事項になって

ございます。 

 続きまして、資料１が委員名簿になります。 

 続きまして、資料２、子ども・子育て会議事務局名簿。資料１の裏面

に本日の席次が記載されておりますので、ご参考にご確認ください。 

 続きまして、資料３、令和５年度の主な議題とスケジュールでござい

ます。もともと第２回を 10 月に予定していたのですけれども、11月に

ずれておりますので、改めてお配りさせていただきました。 

 資料４は後ほどになります。 

 続きまして、資料５「杉並区総合計画・実行計画改定案（抜粋）」とい

うホチキス留めのものでございます。 

 続きまして、資料５－１「広報すぎなみ」11月２日臨時号ということ

で、こちらが計画改定に関する特集号になっておりますので、後ほどま

たご説明させていただきます。 

 続きまして、資料５－２、この計画の子ども分野の体系図になります。

こちらも後ほどご説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、資料６「児童館再編の検証結果と今後のより良い子ども

の居場所づくりの検討について」。 

 続きまして、資料６－１「杉並区立施設再編整備計画検証報告書」。 

 続きまして、資料７「『（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例』の

制定に向けた取組の進捗状況について」でございます。 

 本日席上に、先ほど１つ飛ばしました資料４「杉並区子ども・子育て

支援事業の利用状況等に関する調査の概要」。 

 それから、資料７－１といたしまして「子どもからの意見聴取の取組・
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内容について」というカラー刷りのＡ４のものをお手元にご配付させて

いただいております。 

 ご確認いただきまして、何か不足のものはございますか。万が一何か

ございましたら、お声がけください。 

 また、別にビニール袋に入ったものといたしまして、保健福祉計画の

分野別計画として策定いたしました、杉並区子ども家庭計画、地域福祉

推進計画、健康医療計画の製本版が出来上がりましたのでご配付させて

いただきました。第１回の会議のときに白黒のもので子ども家庭計画を

お配りさせていただいたのですけれども、こちらが完成版になりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、録音、記録等々の確認をさせていただきます。本日の会

議につきましては、前回同様、会議記録の作成のために録音させていた

だいております。録音した音声そのものは公表いたしませんので、了承

いただければと思います。 

 会議記録につきましては、発言の要旨を記録する形でまとめます。委

員の皆様に内容の確認をしていただいた後に、区の公式ホームページで

公開させていただきます。会議終了後、大体３週間を目途に公開という

ことで手続を進めてまいりたいと思いますので、今後ともご協力よろし

くお願いしたいと思います。 

 長くなりましたが、確認事項は以上でございます。 

大山会長  ありがとうございました。 

 次第では新委員の紹介に入っていくのですが、その前に１点、私から

皆様に協議したい件がございます。 

 先だって、子どもの権利擁護に関する審議会において、傍聴者の方か

ら会議の録音、動画の撮影に関して許可を求めるという申請がございま

した。そちらの審議会では、協議した上で、基本的には録音と動画の撮

影に関しては不可で、静止画のみ撮影を許可するという形で対応したと

聞いております。 

 本会につきましても、事務局と協議をさせていただいたのですが、録

音であったり、動画の撮影という形になると、昨今はユーチューブ等で

簡単に動画が公開できる形になっておりまして、委員の皆様の発言が意

図しない形で一部だけ切り取られて、それが独り歩きをしてしまったり

といった懸念がございますので、本会につきましても、録音、動画の撮

影に関しては不許可という形にして、静止画の撮影のみ可という形で対

応させていただけないかと考えております。 

 この点に関して、ご異議も含めて、委員の皆様からご意見等がある方

はいらっしゃいますでしょうか。 

 特に異議がないようでしたら、審議会に準じて、本会でもそのような

対応を今後させていただきたいと思います。事務局でそのような取扱い

ということでよろしくお願いいたします。 

子ども家庭部

長 

 承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

 １点だけ補足させていただきます。事務局と会長で協議の結果、こう

いう形で今お諮りさせていただいて、ご了承いただいたのですけれど

も、区としてはいろいろな附属機関を含めて、会議の情報についてはで

きる限り速やかに区民の方に公開していくことを基本としております。 

 先ほど子ども政策担当課長から申し上げたように、議事録につきまし

てはできるだけ速やかに区民の方にも見ていただきたいということで、

子ども・子育てについては非常に興味のある方がたくさんいらっしゃる
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分野でございますので、３週間程度で公開をしていき、なるべく早いタ

イミングで区民の方にこんな議論をしているといったことをお伝えし

ていくことから、今日の議事録の確認については急ぎお願いしたいとい

うことを改めて申し添えさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

大山会長  補足ありがとうございました。ほかにはよろしいでしょうか。 

小川委員  １点質問ですけれども、傍聴の方から静止画を撮りたいというご要望

があったというお話しですけれども、どのような背景でそういった意見

が出たのでしょうか。写真は傍聴の方が使われるのか、また、区役所側

が使われるのか、そういった説明をしていただけたらと思います。 

子ども政策担

当課長 

 今年８月に開催をしました子どもの権利擁護に関する審議会で傍聴

の方からそういったご申請を頂きました。その会議の場で、会長以下、

検討していただいて、先ほどのような結論になったところです。 

 基本的には、今、部長から申し上げましたとおり、子ども・子育てに

関する様々な活動をされていらっしゃる方が区内にはたくさんいらっ

しゃいます。こういった会議の内容については早急に皆さんにお知らせ

したいということで、録音ですとか、撮影のご要望を頂くことはあるの

ですけれども、先ほど大山会長からもお話がありましたとおり、議論の

一部だけが切り取られて出てしまったりすると、誤解を生じるおそれが

あるということで、子どもの権利擁護に関する審議会の中では議論をし

ていただいて、そのような結果になったということでございます。 

小川委員  公式な発言がホームページで公表される前に、誤解を招く発言が広ま

るのを恐れるために動画はだめで写真は許可するということですか。 

子ども政策担

当課長 

 録音と動画の撮影は発言を切り取られると議論の真意が伝わらないお

それがあるということで、写真については撮影は可となっております。 

小川委員  分かりました。ありがとうございます。 

子ども家庭部

長 

 もう１点、子どもの権利擁護に関する審議会のときには、意図せず切り

取られてしまうことに対する懸念ということもあったのですが、議論に

集中していろいろ意見交換をすることが一番大事であるというご意見が

委員の方からあり、動画と録音及びライブ配信については差し控える形

にしたらどうだろうというやり取りがあったと記憶をしております。 

四童子委員  ご説明ありがとうございます。細かいことで恐縮ですが、個人の肖像権

はどのようにお考えなのでしょうか。画像撮影、静止画は可ということ

で、小川委員のご質問は、静止画をオーケーにした背景をお聞かせいただ

きたいというご質問だったかと思いまして。 

子ども政策担

当課長 

 基本的には皆様方に委員の委嘱をさせていただいて、この職に就いて

いただいています。行政運営に関して様々なご意見を頂くというところ

で、いわゆる個人ですけれども、一部区政に関する業務といいますか、ご

意見を頂く方々になりますので、写真撮影についてはご了解ということ

で事務局側は考えていたのですが、どうしても写りたくないということ

がございましたら、そこは配慮をさせていただきたいと思っております。 

大山会長  今の静止画の撮影に関して、個々人の思想信条であったり、配慮して

ほしいというところもあるかと思いますので、もしそういった事情があ

れば、この場で言うのは差し障りがある方もいらっしゃると思います

し、どちらにしても撮影に関しては個別に都度、許可をするという形に

なりますので、もし差し障りがある委員の方がいらっしゃいましたら、

終了後にでも事務局のほうに一声かけていただいて、不安も含めてご相
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談いただければと思います。 

 また、先ほど言った議事録に関しては、基本的には発言した内容でち

ょっとここは言葉足らずだったとか、ここはちょっと言い過ぎだったと

いうところも含めてご確認いただいて、オフィシャルな発言としては、

自分の意図としてはこうだということで修正をしていただいても差し

支えないものだという認識、それで間違いないですね。 

子ども政策担

当課長 

 はい。 

大山会長  そういう面では、発言に関してはあまり縮こまらずに、思ったことを

言っていただいて、ただし、公開してオフィシャルなものになる際には

議事録のほうで確認が入りますので、ちょっとどうかなと思う部分に関

してはそこで修正をしていただければと考えております。 

 写真撮影の申請が今の段階で出てきているわけではございませんの

で、申請が出た際には、その際に改めて静止画の撮影について協議をさ

せていただくということでよろしいでしょうか。ただ、少なくとも録音

と動画に関しては差し控えていただくことに関してはご異議のある方

はいらっしゃいませんでしたので、その点に関してはオーソライズをさ

せていただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、次第に入らせていただきたいと思います。 

 新委員の紹介ということで、事務局からお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 杉並区歯科医師会の役員変更に伴いまして、資料１の 16 番目に記載

をさせていただいております与謝野委員が本会議の委員になられまし

たので、ご紹介させていただきます。 

 それでは、与謝野委員、恐れ入りますが、一言ご挨拶をよろしくお願

いいたします。 

与謝野委員  杉並区歯科医師会から来ました与謝野と申します。会の任期の関係

上、７月より第２地域歯科保健担当理事というものに就任しまして、第

２回から参加という形を取らせていただいております。 

 僕はもちろん若輩者ですけれども、杉並区保健センターで障害者歯科

に関わったり、個人的にも自分の医院でお子さんの将来をよくするため

の医療をしようということを理念の１つとして掲げて、お子さんに関わ

ることが結構ありますので、その点で歯科からの発言になるとは思うの

ですけれども、皆さんのお力になれるよう頑張りたいと思います。２年

間、よろしくお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 どうもありがとうございました。委嘱状につきましては席上にご配付

させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。 

 なお、委員の任期につきましては、杉並区子ども・子育て会議条例に

基づきまして、前委員の委嘱期間を引き継ぎますので、よろしくお願い

いたします。 

大山会長  与謝野委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の会議終了は８時半を目途として、効率的かつ活発な

議論を行ってまいりたいと思います。１つの議題につきましては、説明、

質疑を合わせまして 20 分程度をめどにしていただければと思います。

議事進行にご理解、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、議事に入ってまいります。 

 まずは、議題１「子ども・子育て支援事業計画（第３期）策定に伴う

ニーズ調査について」説明をお願いいたします。 
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子ども政策担

当課長 

 それでは、今、会長からご発言のありました、子ども・子育て支援事

業計画（第３期）策定に伴うニーズ調査につきまして、資料に基づいて

ご説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料４をお手元にご用意いただければと思います。 

 この子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育事業、地域の子ども・

子育て支援事業の実施主体であります地方自治体の責務としまして、そ

れぞれの事業の需要の量の見込みと確保の内容、実施時期を定めた計画

として策定をしております。 

 現在の計画は令和６年度までの期間のために、令和７年度から 11 年

度までを計画期間とする第３期の計画を策定する必要がございます。策

定に当たりましては、教育や保育及び地域の子ども・子育て支援事業の

現在の利用状況を把握した上で、需要量の見込みを推計するために、未

就学児及び小学生の児童がいる保護者を対象とした調査を行うことと

するものでございます。 

 ２の「調査の方法」といたしましては、調査区域、調査対象者及び標

本数等々につきましては記載のとおりとなっております。 

 参考といたしまして、令和５年 10 月１日現在の住民基本台帳に登録

されている就学前の小学生の人数はを記載しております。 

 その他、抽出方法、調査方法、調査期間等々につきましても記載のと

おりとさせていただいております。 

 「３ 調査の内容」につきましては、まず、就学前の保護者を対象と

した調査としまして 40問程度、(1)の「家族の状況」から、(2)「子育て

の環境」等、そのまま(8)までの項目について調査をする予定でござい

ます。 

 裏面にいきまして、②としまして、小学生の保護者を対象とした調査

を 30問程度予定しております。(1)の「家族の状況」から(6)の「杉並区

の子育てについて」まで、就学前に比べれば幾らか項目は少ないのです

けれども、こちらの調査項目を予定しております。 

 スケジュールにつきましては、令和５年 11 月にこの会議で実施の報

告を行った後、翌年１月から調査を開始いたしまして、３月で報告書を

納品していただく流れになっております。 

 ５といたしまして、「子ども・子育て支援事業計画の期間」につきまし

ては、この記載のとおりとなっておりますので、ご確認いただければと

思います。 

 こちらからは以上です。 

大山会長  法で定められている第３期子ども・子育て支援事業計画の策定のため

に、地域の子育てに関する利用状況等の調査を行うという説明でした。 

 杉並区の現在の計画は、本日配付されたピンク色の表紙の「杉並区子

ども家庭計画」の冊子の 90 ページから説明がございます。今回はこの

計画の改定ということで、調査結果を参考にして来年度に計画の策定を

行って、令和７年度から次の計画期間が始まるということです。 

 この調査につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら挙手をお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

 何かあれば個別に後ほど事務局にお問い合わせいただくということ

でお願いいたします。 

 続きまして、議題２「総合計画・実行計画等の改定案について」説明

をお願いいたします。 

子ども政策担  それでは、議題２「総合計画・実行計画等の改定案について」ご説明
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当課長 させていただきます。使います資料は、先ほどお配りしました資料５「杉

並区総合計画・実行計画改定案の抜粋」、資料５－１の広報紙、資料５－

２、体系図でございます。 

 それでは、資料５に基づきまして説明をさせていただきます。 

 現在の総合計画等につきましては、令和４年の２月に策定いたしまし

た。令和４年７月に新区長が就任したことを踏まえまして、本来は来年

度、改定作業を行う予定だったのですけれども、その改定作業を前倒し

いたしまして、現在、その改定案が出来上がったところでございます。 

 まず、計画全体の体系から簡単にご説明させていただきます。１ペー

ジをご確認いただければと思います。 

 区政運営の指針を定める上で、区の最上位計画に当たるものが杉並区

基本構想になります。基本構想ではこの先 10 年程度を展望いたしまし

て、本区が目指すまちの姿を「みどり豊かな 住まいのみやこ」と掲げ

まして、その将来像を実現するために８つの分野を設けております。こ

の８つの分野のうちの１つが子どもの分野となります。 

 将来像を実現するために、この子ども分野の目標を「すべての子ども

が、自分らしく生きていくことができるまち」と定めることといたしま

した。 

 続きまして、３ページをご覧いただければと思います。 

 この基本構想の下に来るものが、基本構想実現のために具体的な道筋

を示した総合計画になります。区政経営改革推進基本方針等の３つの基

本方針を包含したものとなっております。 

 さらにその下、今度は財政上の裏づけを有する計画といたしまして、

実行計画、区政経営改革推進計画、区立施設マネジメント計画などを策

定してございます。今回は、点線で囲まれているこれらの部分を改定す

るものとなっております。 

 これからご説明をさせていただくのですけれども、時間の関係もござ

いますので、新たに策定する部分ですとか、改定したところ、重点的に

取り組む事業等々につきましてお話をさせていただければと思います。 

 まず、今回の子ども分野における計画案ですけれども、資料５－２を

ご覧いただければと思います。 

 中央に「改定案」と書かれていると思うのですけれども、18 から 21

の施策がございます。こちらが子ども分野に関係する施策になります。 

 この施策の下、ピンク色、白色、薄いグリーンで書かれているものが

計画事業と呼ばれているものになります。ピンク色に塗られているもの

が重点事業、計画事業の横に「新規」と書かれているものにつきまして

は、新たに追加されたものになります。 

 子ども分野の目標の実現に向けましては、子ども施策を取り巻く今日

的な社会状況の変化と区民ニーズに対応するために、21を除いた子ども

家庭部に関する施策を今回は「子どもを中心とする取組」「就労の有無

に関わらず成長や家庭環境に応じて子育てを支援していく取組」の視点

から、３つにまとめ直すことといたしました。それに加えまして、施策

を構成する事業も整理しております。詳しくは資料５－２を後ほどまた

ご覧いただければと思います。 

 以上を踏まえまして、また資料５に戻りまして、今回の計画の中身を

ご説明させていただければと思います。 

 106ページをお開きいただければと思います。 

 こちらのページでは、まず、施策の１つ目、施策 18 をご紹介してお
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ります。こちらの施策は、子どもの権利擁護ですとか、虐待対応のため

の児童相談体制の強化、子どもの貧困対策、ヤングケアラー支援を対象

としております。 

 この 106 ページの構成ですけれども、中段に「施策の現状と課題」、

その下に「計画最終年度の目標」、その下に「目標に向けた施策指標（成

果指標）の設定」を掲載しております。 

 １枚おめくりいただきまして、107 ページですけれども、こちらに目

標に向けた施策指標との現状と目標値、その下に「施策を構成する実行

計画事業」として、施策で掲げる目標を達成するために、特に計画的に

実施していく必要がある取組を掲載しております。 

 この実行計画事業の詳細については108ページからご紹介しておりま

す。重点事業及び、新規の事業を中心にお話をさせていただきます。 

 まず、施策 18「子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実」

について、１の「子どもの権利擁護の推進」です。区では、子どもの最

善の利益を考える地域社会の実現に向けて、「（仮称）杉並区子どもの権

利に関する条例」の制定を目指して取組を進めており、令和６年度中に

条例を制定することとしております。 

 ２の「子どもの意見表明・参画の推進」では、令和５年４月から施行

されたこども基本法において、地方公共団体が子ども施策を策定等する

に当たって、子ども本人の声や子どもを養育する方の声を反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとした規定を踏まえ、区におきましても、

実行計画事業に新たに位置づけて、子どもの意見表明ですとか、参画の

推進に取り組んでいくこととしております。 

 続きまして、109 ページ、４の「子どもの命と安全を守る児童相談体

制の構築」でございます。事業量の表の最上段では、令和８年度に児童

相談所を開設することを記載しております。 

 また、中ほどには在宅児童の支援ということで、「子どもイブニング

ステイ」、こちらの事業は、家庭で安心して過ごせない、例えばネグレク

トなどの状況にある要保護、要支援家庭の児童を対象としまして、放課

後に安心して過ごすことができ、必要に応じて相談や食事の提供を行う

事業を令和６年度中に実施する予定とさせていただいております。 

 続きまして、110 ページ、５の「ヤングケアラー支援の推進」です。

区では今年度、小・中学生を対象とした実態調査を行いました。６年度

につきましては高校生世代を対象とした実態調査を行う予定です。こう

した調査の結果を踏まえまして、令和７年度以降、ヤングケアラーの支

援策の具体化を図ってまいるものとしております。 

 続きまして、112ページをご覧ください。施策 19「子どもの居場所づ

くりと育成支援の充実」でございます。こちらは主に小中高校生の居場

所ですとか、育成支援に関する施策を掲載しております。 

 114 ページをご覧いただきますと、１つめの実行計画事業としまして

「より良い子どもの居場所づくりの推進」とあります。これは次の報告

で詳細をご説明させていただきますので、ここでは割愛させていただき

ます。 

 続きまして、116ページの施策 20をご覧ください。施策 20は、「安心

して子育てできる環境の整備・充実」といたしました。子育て支援サー

ビスや保育、学童クラブなど、地域で安心して子育てができる環境の充

実を図るための事業で構成されております。 

 まず、118 ページの１つめの実行計画事業「妊娠から子育て期の切れ
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目のない支援の充実」になります。妊娠期から子育て期までを切れ目な

く支援するための取組でございまして、妊娠期から保健師が関わって一

緒に育児プランを作成していく「ゆりかご面接」や、「産後ケア事業」を

引き続き実施してまいるほか、不妊治療費の助成、不妊相談などの事業

を実施してまいります。 

 続きまして、120 ページをご覧ください。３つ目と４つ目に保育に関

する事業を記載いたしました。区ではこの間、希望するすべての子ども

が認可保育所等に入所できる環境を整備するため、量的な整備に重点を

おいて取り組んでまいりましたが、今後は保育の質の向上に向けた取組

や、障害児保育や病児保育を含め、多様なニーズに対応していくための

取組を記載しております。 

 続きまして、122ページでございます。施策の 21としまして「障害児

支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備」ということで、障害児支

援の充実ですとか、医療的ケア児の支援体制を整備するといった内容と

なっております。 

 もう１枚おめくりいただきまして、124 ページに記載の「学齢期の障

害児支援の充実」でございます。新たな取組としましては、リード文２

段落目に「障害のある子どもを持つ家庭を支援するため、障害児の中学

生以降の放課後の居場所について組織横断的な検討を進め、対応策を検

討」していくこととしております。この下の事業量の表の中では、下か

ら２番目に記載しておりまして、令和８年度以降、実施していくことと

させていただきました。 

 最後に、125 ページでございます。３の「地域における医療的ケア児

の支援体制の整備」となります。区立学童クラブでは、令和４年度から

医療的ケア児の試行的な受入れを行ってきたところですけれども、令和

６年度からはその対象を拡大しまして、受入れの充実を図っていくこと

といたしました。 

 駆け足で恐れ入りますが、以上が今回改定された総合計画・実行計画

の案となっております。 

 ご説明させていただいた改定案は、来月の４日、12月４日まで区民等

の意見提出手続、いわゆるパブリックコメントに付しておりまして、区

民の皆様方のご意見を頂戴しているところでございます。委員の皆様方

から改定案に関するご意見がございましたら、パブリックコメントの方

法により、お寄せいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 ちょっと長くなりましたが、説明は以上でございます。 

大山会長  ありがとうございました。杉並区の総合計画・実行計画等の改定につ

いて、子ども分野に係る計画改定案をご説明いただきました。 

 子ども施策を取り巻く今日の社会状況の変化は様々であろうかと思

います。委員の皆様もそれぞれのお立場からお考えになっていることも

あるかと思います。ご意見を頂ければと思います。 

 ただ、114 ページの施策 19 の「より良い子どもの居場所づくりの推

進」につきましては、次の議題で事務局から詳細に説明していただきま

すので、この部分に関しては次の議題で議論するということでお願いで

きればと思います。 

 本件につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

四童子委員  ご説明どうもありがとうございます。私から、124 ページの２番「学

齢期の障害児支援の充実」に関してご質問いたします。 

 障害児の中学生以降の放課後の居場所の実施をご検討いただき、大変
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ありがたいです。高倉課長や山田課長のご尽力に改めて感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

 2026年度の実施に向け、今後検討が始まるとのことですが、区内のど

のエリア、どのような場所に、どのような拠点数を開設していくイメー

ジでいらっしゃるのか、お示しいただければと思います。 

障害者施策課

長 

 ご質問ありがとうございます。今のご質問でございますけれども、障

害児の中学生以降の居場所検討は、令和６年度から検討となっています

けれども、まさしく、今、児童青少年課をはじめ、教育分野も含めて検

討を始めております。 

 エリアとか、そういったところはまだ検討中のところもございまし

て、区内のあらゆる施設、もちろん学校であったり、そういったところ

も検討の視野に入れながら、横断的に検討している最中なので、箇所数

とかエリアは、今はまだ検討中ということでご了解いただけたらと思い

ます。 

四童子委員  ありがとうございます。改めてになりますが、学童がなくなる小学校

卒業とともに、障害児の保護者が退職や雇用形態の変更を余儀なくされ

る実情がございます。これまで保護者にはどのような社会人としてのキ

ャリアがあったとしても、今までと同じ勤務ができるわけではなく、そ

の多くがあきらめるか、働き方を変えるしかございません。 

 また、このような景況感の中、雇用形態の変更などが伴うと、さらに

家計が苦しくなるのは言うまでもございません。保護者の就労支援の観

点から、移動支援が活用できて、学校の長期休暇中も朝から放課後等デ

イクラブが始まるまで、安全・安心に過ごせる居場所になると大変助か

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

高田委員  118ページの「妊娠から子育て期の切れ目のない支援の充実」のところ

で、「ゆりかご面接」と「すこやか赤ちゃん訪問」を実施されていると思

うのですが、訪問の実施率の現状はいかがでしょうか。 

地域子育て支

援課長 

 詳細な数字は持っていないのですが、100％に近いです。 

高田委員  ありがとうございます。そのパーセントがもし低ければ、目標数値のと

ころに入れていただければなと思ったのですけれども、もうほぼ 100％と

いうことですか。 

地域子育て支

援課長 

 100％を目標にしています。 

高田委員  かしこまりました。ありがとうございます。 

佐藤委員  ご説明いただき、ありがとうございました。２点質問があるのですけれ

ども、まず、120ページの「多様なニーズに対応した保育サービスの推進」

というところで、ベビーシッター利用を検討していただいておりまして、

来年、６年度から実施されるということなのですけれども、現状は未就学

児向けという認識で間違いないでしょうか。 

保育課長  こちらに書いてあるベビーシッター利用事業は東京都の事業を使う

ものでして、待機児童対策の目的、あと夜間の保育が欠けますので、そ

ちらに対応するということで、基本的には保育園が利用できない方のた

めのベビーシッター利用ということになります。 

 大変分かりにくいですけれども、一時預かり的なベビーシッター利用

につきましては 119ページに含まれておりまして、こちらについては待

機児童を要件としないベビーシッターについて取り組んでいると考え
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ております。 

佐藤委員  ということは、対象は小学生までとか、何歳までになるのでしょうか。 

保育課長  120 ページのベビーシッター利用支援事業につきましては保育園の待

機児童対策になりますので、５歳児までになってまいります。 

地域子育て支

援課長 

 地域子育て支援課で行う、一時預かりとしてのベビーシッター事業も

未就学児が対象でございます。 

佐藤委員  東京都とか、こども家庭庁とかでベビーシッター利用や助成制度みた

いなのがあるのですが、それは小学校３年生までです。低学年でも学童に

行けない子もいますし、送り迎えにベビーシッターなどが必要な方もい

らっしゃるので、低学年向けだとか、小学生向けの一時預かりですとかを

対象にしたベビーシッターの助成は今のところは実施される予定はない

のでしょうか。 

学童クラブ整

備担当課長 

 ご質問ありがとうございます。おっしゃるとおり、東京都の要件を満た

せば小学校３年生までベビーシッター事業の対象となるのは承知してい

るところです。ただ、区の学童クラブは、児童福祉法に規定する放課後児

童健全育成事業として、集団生活の中の遊びと生活の場ということで運

営してございますので、区の学童クラブの待機児童対策についてはこの

考え方を基本にしながら進めていきたいということでございます。 

佐藤委員  もう１点ですけれども、121 ページの「ひとり親家庭支援の充実」に

ついて、こちらもいろいろ取り組んでいただきありがとうございます。 

 １点、養育費確保に関する支援の実施というところで、現状は恐らく

養育費請求の支援事業みたいなことをしていただいているかと思うの

ですけれども、こちらの内容は条件が結構いろいろとありまして、保険

に加入しなければいけないなど、正直、ひとり親としては少し利用しづ

らいみたいなところがあります。区内のほかのひとり親の方からもそう

いう意見をお話しいただいたことがあるのですけれども、こちらの内容

に関しては今後何か変わっていく予定はあるのでしょうか。 

子ども政策担

当課長 

 現在行っております養育費確保の支援事業は、現状をそのまま継続し

ていくところですけれども、今後、様々ご意見を頂きましたら、その都度、

どういったことが最適なのかは考えていきたいと思っております。基本

的には、今やっている制度をなるべく息を長く続けていきたいと考えて

おります。 

佐藤委員  養育費もそうですけれども、面会交流の第三者機関を利用するところ

の助成がある自治体もあるので、そちらもご検討いただけるとうれしい

です。ありがとうございます。 

大山会長  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

久保田委員  小規模事業者です。120ページの３の「保育の質の向上」ですが、保育

士等の処遇改善・人材確保支援というのは具体的にはどのような支援で

しょうか。 

保育施設担当

課長 

 ご質問ありがとうございます。こちらの内容ですけれども、保育士等

の処遇改善として、国、都の補助金を活用したキャリアアップの補助金

だとか、宿舎借上げの補助金を想定しております。 

 あと、人材確保の支援といたしましては、いわゆる潜在保育士の方へ

の講座とか、ポスターの作成等を通じて、私立保育施設の皆様の人材確

保を支援させていただくという考えでございます。 

大山会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 発言、ありがとうございました。先ほど事務局からも説明がありまし
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たが、この計画案に関する意見につきましては、資料５－１の「広報す

ぎなみ」にも「区民意見を募集します」と大きく書かれております。 

 パブリックコメントについては、先ほど委員の皆様からお話があった

ように、例えばベビーシッターでも、小学校１年生の学童の送り迎えに

ベビーシッターが欲しいとか、あるいは養育費に関してもより使いやす

くしたいとか、小規模事業者に対して使い勝手のいい助成金を用意して

ほしいといった具体的内容をぜひ当事者の方からパブリックコメント

でお寄せいただくよう、委員の皆様からもご紹介いただければと思いま

す。12月４日が締め切りということですので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

子ども政策担

当課長 

 会長、すみません。１点、パブコメに関してお知らせを。 

 皆様のお手元に資料を置かせていただきましたが、今回のパブリック

コメント、意見提出手続きに関しての二次元コードの掲載ですとか、ご

意見をお寄せいただくための周知文になってございます。 

 パブリックコメントでいただいたご意見につきましては集約をいた

しまして、後ほど結果については公表する予定になっております。 

 以上でございます。 

大山会長  次に、議題３「児童館再編の検証結果と今後のより良い子どもの居場

所づくりの検討について」説明をお願いいたします。 

児童青少年課

長 

 児童青少年課長の高倉です。私から説明をさせていただきます。資料

につきましては、資料６と６－１、冊子のものを使わせていただきます

ので、ご準備いただければと思います。 

 まず、資料６をご覧ください。この児童館再編の検証結果をご説明さ

せていただく前に、この間の取組と、今般、検証を行うこととなった経

緯を１ページ目の１と２で改めて確認させていただければと思います。 

 まずは１をご覧ください。「この間の『児童館再編による子どもの居

場所づくり』の取組」です。 

 「○」の１点目から３点目でございますけれども、昭和 40～50 年代

に建設された児童館の老朽化ですとか、学童クラブと乳幼児親子の居場

所に関する需要が大幅に増加する状況にある中、既存の児童館のスペー

スのみでサービス充実・拡充を図っていくことには限界が生じていたこ

とから、平成 26 年度以降、児童館再編の取組を進めてきたところでご

ざいます。 

 下のイメージ図をご覧ください。左側が児童館のもともとの機能でご

ざいまして、右が継承する施設再編後の機能になってございます。左を

ご覧いただきまして、児童館は大きく分けて４つの機能がございまし

た。まずは小学生を対象にした学童クラブ機能、あとは小学生を対象に

した一般来館と呼んでいますが、放課後等の遊び場の機能、次に乳幼児

親子の居場所機能、中・高校生の居場所機能、大きく分けて４つござい

ました。こちらを施設再編ということで、右側、それぞれの場所に継承

して充実・発展を図っていく取組をやってきたところです。 

 上２つの小学生の居場所については、右側をご覧いただきまして、基

本的には小学校内のスペースを活用しながら、学童クラブや一般来館の

遊び場となる放課後等居場所事業を実施していくこととしてございま

した。 

 乳幼児親子の居場所の機能につきましては、児童館施設を転用する形

で、乳幼児親子を主な利用対象とする子ども・子育てプラザを整備する

ことで対応することと考えておりました。 
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 中・高校生の居場所につきましては、区内に１か所ございます中・高

校生を主な利用対象にする「ゆう杉並」の利用の拡充や、永福三丁目に

整備いたしました多世代交流施設「コミュニティふらっと」という施設

がございますが、そちらに新たな中・高校生の居場所ということで、中・

高校生に優先的に使っていただけるスペースを用意する形で、新たな

中・高校生の居場所事業を展開していく。このような考え方に基づきま

して、平成 26年度以降、児童館の再編整備を進めてきたところです。 

 １の４つ目の「○」の２行目にありますように、この間、この取組を

進めて、区内約３分の１の地域でこの児童館再編の取組を行ってまいり

ました。 

 ２点目でございます。今般、児童館再編の検証を行ったわけですが、

その検証に至った経緯を書かせていただいているところです。 

 児童館再編の取組を進めるに当たっては、パブリックコメントや説明

会の開催など、区民の皆様にご説明をしながら進めてきたところではご

ざいますが、この間、事前の意見聴取や計画策定に至るまでのプロセス

への住民参画が不十分ではないかといったご意見、または児童館を存続

すべきではないかといったご意見、こういったご意見が区民の方から寄

せられていたところでございました。 

 こうしたことを踏まえまして、新たに岸本区長が就任後、この間行っ

てきた児童館の再編整備の取組を基本的には一旦休止して、これまでの

取組の成果と課題を改めて検証することにさせていただいたところで

す。 

 その検証結果につきましては、裏面をご覧いただければと思います。 

 「検証期間」といたしましては、令和４年 12 月から令和５年８月ま

でをかけて検証してきたところです。 

 (2)「検証項目」を示してございます。 

 まず、検証項目の１つ目でございますが、この再編によって整備した

各居場所で、児童館の機能、役割が継承・発展されているのかどうかを

検証項目の１つ目に置きました。児童館と一口に言いましても、先ほど

申し述べたように様々な機能がございますので、視点を５つに切り分け

て検証したところです。 

 視点の１、２は小学生を対象にした放課後等居場所事業、学童クラブ、

視点３につきましては乳幼児親子の居場所としての子ども・子育てプラ

ザ、視点４としては中・高校生の居場所、視点５といたしましては、も

う１つ児童館の機能として、子育てを支えるための地域のネットワーク

をつくるという機能がございましたので、こちらも視点５に掲げたとこ

ろでございます。 

 検証項目の２点目につきましては、「児童館再編の取組の進め方がど

うであったか」を置き、意見聴取などの進め方について検証を行ってま

いったところです。 

 次に、(3)「検証手法」でございます。この間の利用実績等に加えまし

て、様々な情報収集をするために以下の取組を行ったところです。アン

ケート、意見交換会、現場職員ヒアリングを通じまして、また、アンケ

ートや意見交換の中では、当事者であるお子さんを対象にしたアンケー

トや意見交換会を行い、こういったものを素材にしながら、この間、検

証を進めてきたところでございます。 

 (4)は「検証のまとめ」でございます。まずは検証項目の１、再編によ

る居場所において児童館の機能・役割が継承・発展されていたのかとい
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うところでございます。 

 １つ目の「○」でございますが、児童館の基本的な機能・役割は、中・

高校生の居場所機能を除きまして、新たに整備した放課後等居場所事業

や子ども・子育てプラザといった居場所でおおむね引き継がれているこ

とを確認させていただいたところです。 

 ただ、「○」の２点目にございますが、一方で、児童館が有していた役

割を今後さらに充実・発展していく観点からは、学校になじめない子ど

もへの対応をはじめとした様々な課題があることや、再編により作られ

た新たな居場所では維持することが困難な児童館の特性があることも

確認できたところでございます。 

 ここで全てをご覧いただくことは難しいのですが、資料６－１といた

しまして、検証報告書をおつけしています。この施設再編整備計画の検

証につきましては、児童館の再編以外にも施設再編の総論や、高齢者施

設であるゆうゆう館、多世代コミュニティ施設、そういった検証も併せ

て行っていますが、児童館再編については 26 ページ以降に検証結果を

お示ししているところです。 

 こちらを全部ご紹介することはかなわないところで恐縮でございま

すが、１つだけご紹介いたします。28ページでは、検証項目１、再編に

よる居場所で児童館の役割等が提供されているかどうかのうち、小学校

内で行うことになった放課後等居場所事業の分析をしているところで

す。 

 先ほど申し上げた様々な課題が明らかとなったというところでござ

いますが、28ページの下から６行目、検証結果ではいずれの活動も一定

の役割を果たしているものの、以下の点を課題として指摘できるという

ことで記載しております。 

 例えば、学校内での居場所であることから、学校になじめない子への

対応であったり、下から２つ目の乳幼児や中・高校生との世代間交流、

一番下の利用人数に応じた遊び場所の更なる確保、こういったところで

課題があることが明らかになったところです。 

 また、次ページ、29ページの上をご覧いただきまして、新たな居場所

には見られない児童館ならではの良さ、児童館ならではの特性も確認で

きたということを記載しております。 

 例えば一番上、子ども自身が自ら選んで複数の部屋を利用することが

できたこと。あとは３つ目の項目、不登校の子どもの活動場所として活

用しやすい状態だったこと。４つ目、日常的に年代の違う子ども、乳幼

児や中・高校生などと出会うことができた点、こういったところで、児

童館ならではの特性も改めて明らかになったということを記載してお

ります。こういったことを踏まえまして、先ほどの検証結果をまとめさ

せていただきました。 

 資料６にお戻りいただきまして、３ページの上側です。検証項目の２

つめ、児童館再編の取組の進め方がどうであったかについてのまとめで

ございます。 

 １点目の「○」ですが、この間、児童館再編整備を計画化するに当た

りまして、取組内容の周知や意見聴取のプロセスに課題があったという

ことでまとめをさせていただいております。この後、改めて居場所の検

討をやっていくのですが、その際には幅広い区民参画を得ながら検討を

行っていくことが必要ということを検証報告書の中でまとめとして書

かせていただいた部分になってございます。 
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 これらを踏まえましての今後の取組について、「４ 今後のより良い

子どもの居場所づくりの検討」という形になってございます。 

 まず、(1)でございますけれども、こうした検証結果を踏まえまして、

区における今後の子どもの居場所づくりの指針となる「（仮称）杉並区

子どもの居場所づくり基本方針」を令和６年度中に策定するために取組

を進めることといたしました。令和７年度以降はこの基本方針に基づ

き、子どもの居場所づくりを推進してまいる予定としております。 

 (2)基本方針策定に当たっての基本的な考え方も３点挙げさせていた

だいております。先ほど浅川からご紹介がございましたが、子どもの権

利擁護に関する審議会での議論の状況や、国が今年中に策定することに

している「（仮称）こどもの居場所づくりに関する指針」の内容も踏まえ

ながら、様々な困難を抱える子どもを含む全ての子どもを対象とした居

場所の在り方を検討していきたいと思っております。いわゆる元気なお

子さんだけではなく、「様々な困難を抱える」と書かせていただいてお

りますが、ひきこもりや不登校、いじめや貧困、外国籍、障害、そうい

った方々を含む様々な困難を抱える子ども全てで居場所の在り方を論

じていきたいと思っているところです。 

 ２点目の「○」ですが、先ほどご紹介した検証結果については、この

検討にしっかり引き継いでいくと書かせていただいております。 

 また、３点目、検討のプロセスでは、当事者である子どもや地域の

方々、こういった方の意見を丁寧に聴取しながら進めていくことを書か

せていただいてございます。 

 私からの説明は以上になります。 

大山会長  ありがとうございました。これまでの区の取組について、検証結果を

児童館に関する部分について説明していただきました。皆様からのご質

問があればお願いいたします。 

四童子委員  ご説明ありがとうございます。検証報告書 28 ページの「再編による

居場所において…」の視点１の保護者アンケートの回答⑤番（地域全体

で健全育成を進める環境づくり）についてご質問いたします。 

 これだけ唯一、環境づくりができているという数値よりも、「どちら

ともいえない」が大きくなっているわけでございますが、まさに子育て

というのは親だけではなくて、学校の教師であるとか、地域全体で育て

ていくことが理想だと思うのですが、健全育成を進める環境づくりはま

だまだだというお声が挙がっているのだろうと思います。 

 児童館や学童だけではないですけれども、お子様が遊んでいる声がう

るさいぞという地域住民の声が挙がるケースがあると伺っております。

お気持ちは分かりますけれども、ちょっと情けないような声ではないか

なと個人的に感じるところはあるのですが、そういう住民の方がいたら

どのように区としてはコミュニケーションを図っていらっしゃるのか

お示しください。 

児童青少年課

長 

 ご質問ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、この

⑤の項目だけ継承されているという回答が少ない結果が出ているなと

我々も感じていたところです。これは、恐らくアンケートを取るときに、

我々のご説明が少し不足していたのかなということも反省点としては

あるところです。 

 この項目はまさに委員がおっしゃったとおり、地域の子どもの育ちと

子育てを地域全体で支えていく、子どもの育ちをしっかり見守ってい

く、そういった取組であったり、意識であろうかと思っているところで
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す。 

 児童館では「地域子育てネットワーク」という形で呼んでいますけれ

ども、これで子どもに関する人と人、機関と機関をつなぎながら、いろ

いろな子どもを中心にしたネットワークをつくっていくことで、この

間、児童館を中心に、地域で子どもの育ちを支えていく気運の醸成をし

っかり進めてきたと考えておりますが、まだまだ数値として表れないな

というところもありますので、今後もしっかりそこは取り組んでいきた

いなと思っているところです。 

 地域の方から子どもの遊ぶ声ということで、いろいろなお声があるこ

とは我々も運営をしながら感じているところですけれども、そこは粘り

強く、しっかり近隣の方にご説明しながら、子どもにとってどんないい

環境が築けるかというところを一緒につくり上げていく気運、まさにそ

れを今後も根気強くつくり上げていく必要があるのだなと思っており

ますので、そのような取組をしっかり続けていきたいなと思っていると

ころです。 

四童子委員  ありがとうございます。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

小林委員  今、高倉課長からご説明があったのですけれども、ぜひ一度、学童と

か児童館に皆さん行っていただいて、館長さん以下、職員の方がどれだ

け苦労しているか見てあげてほしいのです。 

 区への要望もありますけれども、まだ職員の数が少な過ぎますよね。

100 人以上学童とかに子どもさんがいる中で、職員の数がすごく少ない

と思うのですね。 

 私もよく行くのですけれども、子どもたちは階段を駆け回ったり、暴

れ回っていますよ。私も子どもの頃は駆けずり回っていましたから、そ

の姿はすごくいいと思います。ぜひ一度ご覧になっていただいて、どれ

だけ職員の方たちが苦労なさっているか見てあげてほしいですね。その

中で意見を言っていただければ。すごく苦労していますよ。 

 私なんかが行きますと、私はおじいさんですから、子どもたちが「じ

いじ」と言って飛んで抱きついてきますけれども、その辺も受け止めて

あげないといけないので、よく児童館には顔を出しています。 

 あと、今、子どもたちがトイレで困っていますね。和式のトイレに入

れない子どもさんがたくさんいます。近くの児童館もこれから洋式に改

装に入るのですけれども、ご家庭では和式で入られている方はいないで

すよね。 

 私は今小学校で野球を教えているのですけれども、仮設のトイレも和

式なのです。ですから、子どもたちは入れなくて、知り合いのお宅にお

願いして、使わせてもらっている状態です。 

ぜひ児童館、学童を見に行っていただいて、館長以下、皆さん苦労し

て、すごく一生懸命やってもらっていますので、今お話があった地域の

うるさい声もありますけれども、その辺も徐々に解決してもらえるので

はないかと思っています。 

大山会長  事務局から何かご返答はございますか。 

児童青少年課

長 

 激励とお叱りということで受け止めさせていただいていますけれど

も、いつも見守っていただきありがとうございます。 

 児童館の職員の話がございましたけれども、登録の子どもに合わせ

て、職員をしっかり張っているところではございますけれども、恐らく

委員からもあったように、今、学童クラブの大規模化が進んでおりまし
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て、200 人を超える学童クラブもあります。この間、需要に応えるとい

うことで量的な拡大をやってまいりましたけれども、こういったところ

は１つ課題かなと感じておりますので、今後の居場所の在り方の中では

そういった視点もしっかり検討していければなと思っているところで

す。また、子どもに合わせて職員もしっかり配置できるようにやってま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

学童クラブ整

備担当課長 

 先ほど高倉からお話がありましたが、児童館、学童クラブを含めて、

子どもたちが楽しく過ごせるようにしっかり頑張っていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

小俣委員  広場事業を長らく地域で進めております。広場の代表で伺っておりま

すが、このコロナの期間が終わりましたら、ますます孤立しているご家

庭が地域で出ております。そもそも児童館やプラザが苦手で、そこに行

ってお話をしたけれども、なじめないという声も多々、最近特に感じて

おります。地域で小さな団体が、それこそあまり支援がない状況で、少

しずつピアサポート的な活動をする団体も増えております。 

 子どもの居場所、親子の広場、集う場所とか少しずつ活動を広げてい

ったり、孤立したご家庭をどうにかご一緒にという方向で、切れ目のな

いよう自分たちの努力で頑張っていらっしゃる小さな団体も地域には

ございます。 

 ですので、こういった公共施設を元気に使えるご家庭、ご家族ばかり

ではなく、ますます孤立されているご家庭が地域にはちらほら、さらに

は深く見えてきているということも感じていただいて、もちろん子育て

ネットワークという事業が古くからございますが、そこに入れない団体

もあります。私たち広場の事業所は地域の子育てネットワークにはおか

げさまで入らせていただいているのですけれども、できましたらそうい

ったご家庭や団体と連携ができますように、拠点の在り方も考えていた

だきながら、ご一緒に子育て支援のネットワークをもう一度、せっかく

ですから、居場所と同時に行政の方々が検証していただけたらありがた

いと思います。 

児童青少年課

長 

 ありがとうございます。今後の居場所づくりの検討、子どもという対

象はゼロ歳から 18 歳と考えておりまして、まさに乳幼児親子の方の居

場所もしっかり見ていきたいと思っているところです。 

 今おっしゃっていただいたように、既に児童館やプラザをお使いいた

だいている方、集いの広場のようなアットホームな雰囲気のところを好

まれる方、本当に多様な意見があるのだと思っています。なので、今後

はそういったニーズをどう受け止めるか、多様な形でということが１つ

キーワードなのかなと思っているところが１点目です。 

 あとは、今、国のこどもの居場所づくりの指針のパブコメ案が出てい

ますけれども、こちらの中でも「つなぐ」、そういったお子さんや乳幼児

親子の方をどう場所につないでいくのか。今既にアクセスできている方

だけではなくて、なかなかアクセスできていない方にどう対応していく

のか、この視点も我々も重要だと思っておりますので、ぜひ委員のご意

見も参考に、しっかり検討していきたいと思います。 

高田委員  お話、ありがとうございました。今回、児童館が再編されたことによ

って、課題として不登校の児童の行き先がなくなったというお話があっ

たと思うのですけれども、今後の課題に対する改善点として、不登校児

の受け皿がどこになっていくかという部分があまり読み解けなくて、も

し予定があれば伺いたいというのと、今のお話だと、不登校児が小学生
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から 18 歳までいると思うのですが、小学生だと近くで通えるというと

ころが課題になってくると思いますし、中高生だと、不登校と学業の絡

みがあるかと思うのですが、その課題を児童館で全て解決しようとして

いるわけでもないと思いますので、どういう感じでそこの部分を切り分

けているか、課題のところに書いてあったので、教えていただければと

思います。 

児童青少年課

長 

 不登校の子が行きづらくなっているところが課題ではないかという

ところで、実は学校内でやっている放課後等居場所事業については、運

営を学校から切り離して、しっかり児童福祉の部分で担う形にしてい

て、当然、関わる職員も教員とは違う形で配置をし、施設的にも気分の

切り換えができるような工夫はしております。学校内の居場所とはい

え、学校と切り分けた受入れができるようにやっているところではある

のですけれども、とはいえ、やはり学校自体に足が向かないお子さんで

すと、なかなか学校内の居場所というだけで受け止めが難しいといった

課題が今回見えてきたなと思っているところです。 

 そういったお子さんに対してどういう居場所をつくっていきましょ

うかというのがまさに今後の検討で、そこを検討していきたいなと思っ

ておりまして、先ほどご説明したように、令和６年度に向けてその検討

作業を行っていくことを考えているところです。 

 今後、年明け以降、１月から３月にかけて、子どもヒアリングや子ど

もアンケートという形で、当事者であるお子さんがどんな居場所を欲し

ているのかを、いろいろな属性、いろいろな居場所を使っているお子さ

んに聞いていきたいなと思っています。 

 それを踏まえて、来年４月頃になると思うのですけれども、素案とい

う形で我々が居場所づくり基本方針の案をお示しして、その後、子ども

ワークショップを設けたいなと思っています。その中で子どもと一緒に

キャッチボールやディスカッションをしながら、一緒につくり上げてい

く基本方針を目指していければいいなと思っているので、そういった中

で今の課題にどう対応するかというのも明らかにしていければ、と思っ

ているところです。 

 もう１点、教育では、そういった不登校のお子さんに対応する取組と

いうことで、今日の計画の改定案の抜粋には入っていないのですけれど

も、学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校の整備に向けた検討を開

始しましょうということを、学び分野の取組の１つとして掲載していま

す。もしかしたら広報にはあるかもしれないのですが、ぜひそういった

学びの分野もご興味があれば見ていただけるとありがたいなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

佐藤委員  私からは質問が１点です。先ほどの 28 ページの「地域全体で健全育

成を進める環境づくり」で、「どちらともいえない」が 53.9％だったの

ですが、昨年から開催されている杉並つながるミーティングという活動

に何度か参加しているのですけれども、地域の子どもの居場所だった

り、子どもに対して活動している方がこんなにいるのだなと、一保護者

としては、最初すごく驚いたのですね。そういう活動が保護者まで届い

ていない部分もあるのかなと思うので、そこをどうやってつないでいく

かというところが、先ほど「つなぐ」とおっしゃっていましたけれども、

すごく大事なのかなと思っております。 

 最近、近くの児童館はインスタの発信を結構しています。このイベン

トをやりますよというのをインスタで発信していたり、ライブ配信もし
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ているところがあり、保護者としてはＳＮＳとかで情報収集をすること

が多いので、そういう発信をもっとしていただけると、より情報は取り

やすくなるのかなと思います。 

児童青少年課

長 

 ご意見ありがとうございます。実は概要版には拾えていないのですけ

れども、ＳＮＳを活用したＰＲの充実というところも今回の検証で見え

てきているところでして、しっかり今後やっていきたいなと思っている

ところです。 

小林委員  今おっしゃられた児童館のイベントですね。我々育成委員は掲示板と

か回覧板で回したり、児童館に貼ったりするのですけれども、今、町会

に入っていない方も結構いらっしゃるので、回覧板が回らない部分があ

ると思いますが、毎月１つか２つイベントをやっています。 

 来年に向けてこれからイベントの打合せをするのですけれども、たこ

揚げ大会とか、餅つき大会ですね。餅つきも、今までコロナのことがあ

ったものですから、杉並区の指示で「ついた餅は食べるな」と言われて、

パック詰めのお餅をお土産に持っていってもらったりしていたのです

けれども、１月にやる餅つきは、ついたお餅を食べてもらう予定で今進

めています。子どもたちにつかせてあげたり、つく途中のお餅も食べさ

せたいと思っています。お米をつぶして、どういうふうにお餅になって

いくかということを地域で子どもたちに教えに行くのも育成委員の仕

事だと思ってやっていますので、もしよかったら見に来てください。 

児童青少年課

長 

 ありがとうございました。小林委員は上井草青少年育成委員会の会長

をやっていただいておりまして、この青少年育成委員会というのは、区

内を 17 の地区に分けて設けていまして、子どもにいろいろな経験をし

てもらう活動をしていただいている任意団体です。地域の方やＰＴＡの

方にお入りいただいて、子ども向けのイベントを本当に数多く実施して

いただいているところです。まさに地域全体で見守るということをやっ

てくださっている委員会の活動になりますので、紹介させていただきま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

宮内委員  私は今、娘が３人いまして、ゼロ歳、３歳、７歳で、昔は子育てプラ

ザに結構お邪魔させていただいていたのですけれども、娘が小学生にな

ってくると、ちょっと違うかなみたいになって、子ども３人全員連れて

行くのがなかなか難しい。どうしても幼児向けの施設になっているとい

うところで、なかなか３人一緒に行けるような施設がないところがある

ので、これから検討いただけると思うのですけれども、ぜひみんなが一

緒に行ける施設ができるとすごくいいなと感想として言わせていただ

きました。 

 ２つ目ですけれども、実は今回お話しいただいた子どもの居場所づく

りというのは、恐らくさっきの議題の中の資料５の計画改定案の 113ペ

ージにつながる部分かと思っています。ここで子どもの満足度を成果指

標として置かれていて、現状が 94.2％、あと 0.8％で目標達成みたいに

なっていて、あと少しで行ける。ただ、課題があることが今回分かった

というところで、区の目標は何か見直しされるのか１つ気になったの

で、それについて回答をお願いします。 

児童青少年課

長 

 ご質問ありがとうございました。１点目、乳幼児のお子さんと小学生

が一緒に利用できるところということだろうかと思います。子ども・子

育てプラザは乳幼児親子を主な対象にしていますが、小学生以上も過ご

せる場所ということで、マルチルームという設定をしているのですが、

なかなかスペースも狭くて、行きづらいよという声は今回の検証でも見
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えているところです。まさに多世代が交流できるような機能、居場所を

今後どうしていくかは、しっかり検討の中でやっていきたいところです

ので、今のご意見を参考にさせていただければと思います。 

 指標の話が次にございまして、資料５の 113ページになろうかと思い

ます。こちらは、先ほど申し上げた放課後等居場所事業、小学校内でや

っている居場所事業の満足度でして、まさに新たな総合計画・実行計画

から子ども自身の満足度を指標に取ってみようということで、今回設け

たところです。実は４年度に初めてこの指標を設定いたしまして、正確

に出てきた数値ですので、ひとまず今回はこの 95 というところを目指

してこの先もやっていきたいなと思っています。 

 この放課後等居場所事業だけの指標にするかどうかは、まさに今後の

居場所づくりをどうしていきますかという結論が出た後に、またふさわ

しい指標を考えていきたいと思っております。 

小川委員  私は４歳の男の子と１歳半の娘がおります。よく阿佐谷とか荻窪の子

ども・子育てプラザとか児童館を利用させていただいております。あり

がとうございます。 

 私からは、資料６の検討項目２の「児童館再編の取組の進め方がどう

であったのか」の「○」の２番目「幅広い区民参画を得ながら検討を行

っていくことが必要」であると書いてあるのですけれども、これに関し

て伺いたいです。 

 「幅広い参画を得ながら検討」と書くのは簡単かもしれないのですけ

れども、実際問題、働いている世代が参加するのは難しかったり、子育

てしている方だけではなくて、子育てしていない方の参加も必要だと思

うのです。そういったことを踏まえて、幅広い参画を求めるにはどうい

ったイメージがあるのか。リアルの開催だけではなくて、オンラインの

開催ということも踏まえているかなどをお伺いします。 

児童青少年課

長 

 この検討の進め方について、幅広の参画を目指して、今具体化を図っ

ていく中で検討しているのは、当事者である子どもの声を今まで以上に

しっかり聞いていきたいなというのが１つ重点的なところです。 

 先ほど申し上げたように、子どもの意見を対面のヒアリングであった

り、あとはアンケートという形でしっかり拾って、それを基につくった

素案を示しながら、区の提示した素案に対して子どもがどんな意見を持

つのか教えてもらって、次のタイミングではそこから反映できたものを

子どもにも伝えたり、もしくは、理由があって反映できないものはその

理由も含めてフィードバックするという作業をして、そこに対してもう

一度子どもの声をもらう。お子さんと３回、４回、そういったキャッチ

ボールをしながら一緒につくり上げていく。幅広い参画のうち、今回、

子どもに係るものですので、子どもを中心にした意見をしっかり聞い

て、子どもと一緒につくり上げていくところに重点を置きたいなという

のが１つです。 

 もう１つは、地域の方のご意見やそれを見守る大人のご意見も当然必

要ですので、こういったところもどう拾おうか検討しているところで

す。素案をつくる前のプロセスのところで、児童館再編が行われた地域

の方々のご意見だったり、あとアンケートも大人の方向けに取ろうと思

っているので、まずはそこでしっかりご意見を拾っていきたいと思って

いるところです。 

 もう１つは、子どもと共につくり上げた基本方針の案をシンポジウム

という形でお子さんにも参加していただきながら、地域の方にご紹介す
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る場を設けたいなと思っているところです。そこには中々足を運びづら

い方もいらっしゃるかと思いますので、オンラインで周知していくと

か、そういったところは今ヒントをいただいたかなと思っておりますの

で、ご意見を参考に取り組んでまいりたいと思っています。 

中村委員  113 ページの「施策指標の現状と目標」で、利用している子どもたち

の満足度ということですけれども、もちろん来てくれているお子さんた

ちは、楽しかったり、便利だから来ているし、お母様たちとかお父様た

ちもそこで遊ばせていただいてということだと思うので、全体に聞いて

いただきたいなと思ったのですね。 

 小学校全体で、なぜ僕たちは、私たちは放課後居場所に行かないのか

という意見を聞くべきなのではないかなと。こういうことがやれないか

ら、つまらないからそっちには行かないで外の公園で遊ぶのだよとか、

そういう意見もこういうところには載せていただけたらいいのではな

いかなと思いました。いかがでしょうか。 

児童青少年課

長 

 ご質問ありがとうございます。今回の 113ページに載っている指標は

使っていただいているお子さんの満足度なので、今おっしゃっていただ

いたように、最初来てみたけれども、今来ていない子とか、もともと行

こうと思う気がないというのが反映されづらい指標であることは間違

いないと思っております。 

 ただ、今のような視点は我々も大事だと思っていて、今回の検証の中

では、広く放課後等居場所事業をやっている学校のお子さん全員にアン

ケートを送付していて、実は放課後等居場所事業に参加していないお子

さんも含め、来ていない理由は何なのかというところもアンケートの中

で聞かせていただいているところです。 

 そこで多かった意見は、放課後等居場所事業が低学年のお子さんには

非常に喜ばれているのですけれども、低学年のお子さんが多くなると、

高学年向けには物足りない場所になって足が向かないのだということ

もありましたし、あとは成長度に伴って、学校内の居場所よりも学校外

の居場所に僕は行きたいなんていう声もありました。この検証の中では

そういった課題も提示しているところなので、今後の検討にはそういう

目線をしっかり入れ込んでみたいなと思っているところです。 

与謝野委員  私は歯科の立場から、お母さん、お子さんに知ってもらいたいことが

いろいろありまして、啓発活動として、保育所ですとか、児童館ですと

か、そういったところでお母さんたちにお話しさせていただけませんか

と問い合わせたのですけれども、公的な児童館からはほとんど駄目です

と断られることが多いのです。許可を得た保育園ですとか、赤ちゃんカ

フェとか、そういったところでやったりしています。 

一医院の勝手な思いでやっているだけですので、公的な理由があるの

だと思うのですけれども、児童館とか、お母さんたちがよく集まるとこ

ろでイベントは時々やられているとは思うので、どういうふうに行政と

して、この方に来てもらってお話をしてもらうとか、そういう決まりが

何かあるのか、ちょっとお伺いさせていただきたいと思いまして質問さ

せていただきました。 

児童青少年課

長 

 児童館や子ども・子育てプラザでは、おっしゃっていただいたように、

利用いただいている方向けにいろいろな講座だったり、講演をやってい

るところです。そのときには、例えば専門家の方に来ていただくことも

ありますし、地域の方の力もしっかりお借りしながらそういった講演を

やりたいなという目線を持っているところで、これは各館ごとに多少異
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なりますけれども、地域の方に打診をしたり、申し出があったときには

アンテナを張ってお願いしていくことをやりましょうという意識は持

っているところです。 

 ただ、そこがお断りということになっているところは残念だなとは思

います。目線として地域の力を借りるというのは、間違いなく各児童館、

各学童クラブで持っているところですので、そこは今後とも我々からも

アプローチさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

大山会長  ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ご発言ありがとうございました。それでは、本件につきましては以上

といたします。 

 最後に、議題４「『（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例』の制定

に向けた取組の進捗状況について」説明をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 それでは、「『（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例』の制定に向け

た取組の進捗状況について」ご説明させていただきます。資料７をご覧

ください。 

 第１回の会議でもご説明しましたとおり、杉並区基本構想の子ども分

野の目標「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」

の実現に向けまして、杉並区内における子どもの権利擁護をより一層推

進していくため、「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に

向けた取組を進めているところです。今日までにやってきた取組につい

てかいつまんでご説明させていただきます。 

 まず１点目、区長の附属機関として条例により設置した「杉並区子ど

もの権利擁護に関する審議会」を２回開催し、区長の諮問に応じ、杉並

区の子どもの権利擁護に関する施策に関して必要な事項について、調

査・審議をしております。答申は来年６月末頃を目途予定としています。 

 委員の構成につきましては資料の裏面につけさせていただきました

ので、後ほどご確認いただければと思います。 

 開催状況ですけれども、本年８月 28 日月曜日の第１回目では、委員

の委嘱、審議事項の諮問、今後のスケジュール等々を確認いたしました。

また、杉並区の基礎資料の提供及び、審議会の開催に先立ち、区が着手・

実施した子どもからの意見聴取の取組についてもご報告をさせていた

だきました。 

 第２回目は９月 28 日木曜日に開催し、不登校に関する基礎資料の追

加や、今後の議論を進めていくに当たり、条例のかたちにはどのような

ものがあるのか、こども基本法施行後の条例はどのような意味を持つの

か、ということを確認しました。加えて子どもたちの意見を聴くために

進めている取組の内容についてもご報告をさせていただいたところで

ございます。審議会は、令和５年度中には第５回まで、来年６月末まで

には第７回までの開催を今のところ予定しております。 

 審議会での議論と並行して、子どもからの意見聴取の取組も行ってお

ります。資料７－１、カラー刷りのものをご確認いただければと思いま

す。１枚目の１番から８番目まで、これまでにまで取り組んできた内容

とこれからの取組予定を記載しておりますので、かいつまんでご説明さ

せていただきます。 

 まず、２ページ目、３ページ目に、今年の７月 20 日に小中一貫校の

高円寺学園の９年生、中学校で言うと３年生ですけれども、意見交換会

を実施いたしました。このときは、生徒さんが実際条例をつくるとした
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ら、どんなことが書かれているといいのだろうかというテーマでご意見

をいただいたところです。資料の点線で囲んだ意見抜粋のところの右側

にはそれぞれその条例を書いた理由が書かれています。生徒さんから頂

いたすべてのご意見について、審議会にご報告させていただきました。 

 おめくりいただきまして、４ページでございます。こちらは審議会の

１回目の開催に先立ちまずは１回ということで、区の主催で中高校生世

代を対象としたワークショップを行いました。当日は、中学１年生から

高校１年生まで 15名の方が参加しました。実はこの 15人はこの日初め

て会ったばかりだったのですけれども、活発な話し合いの後、ワークシ

ョップの最後に様々な意見を言っていただきました。私と子ども家庭部

長で、その場で意見を聞いて、今後の区政に役立てていきたいというお

話をさせていただきました。 

 ３番としまして、子どもの日本語教室に通ってこられている小学生の

お子さんたちにも意見を聞きました。いわゆる外国にルーツを持つ子ど

もたちに、普段どんなことを思っているのかとか、こんなことをしたい、

あんなことがあったらいいなということがあればということで、話を聞

かせてもらいました。 

 ５ページ目は、天沼小学校意見交換会の実施報告です。先ほどの高円

寺学園での意見交換会と同様に、今年度は教育委員会と連携いたしまし

て、直接子どもたちから意見を聞く機会を複数の学校で設けておりま

す。天沼小学校につきましては審議会の委員の方もグループに参加し

て、子どもたちと直接意見交換をしたところでございます。出された意

見を抜粋して資料に記載してございますので後ほどご確認いただけれ

ばと思います。 

 おめくりいただきまして、６ページでございます。こちらは、済美小

学校での意見交換会です。こちらでは意見交換に先立ち、学校の希望に

より事前の授業を設けまして、昨年度策定した教育ビジョンと、子ども

の権利についてのお話を６年生にいたしました。それを踏まえて、10月

31日に６年生全員が体育館に集まりまして、町会長など地域の方々や、

学校支援本部・ＣＳの方々、審議会の委員の方や職員も加わり、テーマ

に沿っていろいろお話をさせていただきました。 

 ７ページ目の左側の枠内は、先週、桃井はらっぱ公園で開催された「す

ぎなみフェスタ」に出展をさせていただきまして、子どもの権利条約の

４原則や条例の制定を見据えて杉並区で行っている取組に関して周知

を行ったときの報告です。右側は、周知と併せて実施した意見募集につ

いて記載しておりまして、「子どもにやさしいまちってどんなまち？」

と「好きな場所ってどんなところ？」という２つのテーマについて、写

真にもあるとおり、ご来場いただいた方々にそれぞれご意見を書いてい

ただいたものを集めてパネルに貼り、展示を行いました。 

 意見を書いたお子さんたちには左側の枠の写真にあるカプセルトイ

を回してもらい、子どもの権利条約の４原則にちなんだ缶バッチ、これ

は実は職員の手作りなのですが、こういったものを配布するような仕組

としたところでございます。今日、席上にこのようなカラーのチラシが

置かれているかと思いますが、これも当日、このバッチ等と一緒に広く

周知をするためにお配りをさせていただいたところでございます。 

 おめくりいただきまして、８ページでございます。このすぎなみフェ

スタの開催に合わせまして、広く意見聴取を行う取組をできるだけ継続

したいということで、すぎなみフェスタ当日の 11 月４日から 12 月 31
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日まで、区のホームページで「皆さんの声を聞かせてください」という

ことで、すぎなみフェスタと同じ２つのテーマで意見を集めているとこ

ろでございます。ぜひ皆様方からもご意見を頂ければ非常にありがたい

なと思います。頂いたご意見は審議会にも報告をさせていただきます。 

 資料の最後９ページは今後行う予定の取組でございます。８月に単発

で開催したワークショップを、令和５年 11月 19日の日曜日を第１回と

して、４回シリーズとし、テーマについて深めていただこうというとこ

ろでございます。まだ参加者を募集しておりますので、もし関心のある

方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いいただければと思います。対象、

募集人数等については記載のとおりとなっております。 

 また、今後も、小学校における意見交換会に継続して取り組んでいく

予定でございます。記載した２校では、いわゆる出前授業形式というこ

とで、子どもの権利について知っていただく時間を設けます。そのほか、

記載した以外に、学校が設定したテーマで意見交換を行う１校と併せま

して、３校での実施を予定しております。 

 私からの報告は以上になります。 

大山会長  ありがとうございました。現在区が取り組んでいる子どもの権利に関

する条例の制定に向けた進捗状況について説明をさせていただきまし

た。 

 それでは、皆様からのご質問等があれば、挙手をお願いいたします。 

小林委員  すぎなみフェスタの問題ですが、すごくたくさんの方が来られて、公

園の芝生がめちゃくちゃになりました。それはいいのですけれども、そ

の後、公園課が、ここは入ってはいけないと柵を立てて養生するのです。

そうすると、子どもの遊びがなくなるのです。前回もたこ揚げ大会のと

きに、立ち入れないように柵で囲われてしまった。あれだけ養生をして

いて、穴を掘るなとか、テントを立てるときに穴を留めるなと言ってお

きながら、すぎなみフェスタのときはめちゃくちゃですよね。 

 ビールを立ち飲みして歩いたり、お祭りだからいいのかもしれないけ

れども、子どもたちが見たら非常にひどいですよ。フェスタだからお祭

り、それはそれでいいですよ。でも、やっぱり１つの枠をつくって、子

どもたちのお手本となるような大人になってもらわないと困るのです

ね。そういうのがすごくあったので、時間がオーバーしたのですけれど

も、ちょっと発言させてもらいました。 

子ども政策担

当課長 

 ご意見ありがとうございました。小林委員をはじめ、様々そういったご

意見ですとか、そのほかにもいろいろ頂いていることは承知をしており

ます。実行委員会での議論になろうかと思いますが、今後、どういった形

のすぎなみフェスタにするのか、参考にさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

大山会長  ありがとうございました。そのほか、ご質問、ご意見等ございますか。 

有馬委員  まさにこの間、いきなり出てきたアンケートを見たときに、こういう

ことをやってからアンケートをやってほしいという思いがあったので、

実際、こういった意見交換会みたいなものを実施していいただけている

ことを改めてご報告いただけて、私は大変よい取組を実施していただけ

たなとうれしく思っています。 

 これは子どもの権利条例に関しての審議会で受け止められて、権利条

例に反映をなさっていくことになるのだろうと思いますけれども、１つ

は、これは教育委員会も関わっておられることですし、各学校の自校の
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生徒たちが学校にどんなものを期待していたり、どんなところをよいこ

ととして受け止めておられたり、あるいは自分たちのこんなところに目

を向けてほしいという意見が当然出ているかと思うので、特に杉並区の

公立校の中で、こういった場面で出てきた意見は、今後、学校運営とか、

子どもたちに対する様々な取組に反映されていく可能性はあるのかお

聞きしたいと思います。 

子ども政策担

当課長 

 ご意見ありがとうございます。まさに、高円寺学園ですとか、済美小

学校は、授業の一環で事前に校長先生も交えまして、具体的にどういっ

た形で自校の生徒たちに子どもの権利や条例について認識をしてもら

おうかという協議を続けて当日を迎えているところです。 

 高円寺学園につきましては中学生ということで、条例がどういうもの

か何となく分かっているところもありましたので、実際それをつくった

らどうかとか、済美小学校につきましては、学校にはそれぞれ教育目標

があるのですけれども、いわゆる多様性に関するようなものであった

り、思いやり、人権に関わるような教育目標を、子どもたち自身がこの

学校でどういうふうに自分事にしていけるのか、先生方と一緒に子ども

たちも交えてお話ししたところでございます。 

 委員がおっしゃるとおり、そういったところで学校側を交えて引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。 

大山会長  そのほか、委員の皆様からご質問、ご意見等ございますか。 

 私からも１点だけよろしいでしょうか。資料の「子どもからの意見聴

取の取組・内容について」の２ページで「子どもの人権は守られている

のか」という質問項目が設定されているのですが、実はこの５項目の中

には、子どもの権利条約であったり、こども基本法で非常に重要な論点

が１つ抜けてしまっているのですね。それは何かというと、ここでも繰

り返し出てきております意見表明権に関する規定になります。 

 実際にグループワークをした際には、まさに意見表明に関する権利が

必要だと子どもたちが述べているという点で、特に今回の取組自体が子

どもたちの意見表明権を確保するための取組だと思います。この点に関

しては、特にこども基本法の中で重要な能動的な権利として子どもの意

見表明権が入ったのが契機であるし、杉並区としてはこの点を子どもた

ち、あるいは子どもに携わる方、地域住民の方も含めてご理解いただく

ためにこの取組をされているという認識を私は持っておりますので、こ

の点に関してどれだけ強調し過ぎても、し過ぎることはないと思いま

す。ほかは比較的受入れやすくても、子どもの意見を聞くということに

対しては、私も含めて大人は「うっ」と思ってしまう部分がありますの

で、ぜひこの点の強調に関して、いま一度事務局で取組を進めていただ

ければと思います。 

 それでは、以上で議事については終了とさせていただきます。若干時

間が過ぎてしまいましたこと、進行の不手際があったということでおわ

び申し上げます。ただし、委員の皆様から非常に有意義なご発言をいた

だいたと思います。 

 それでは、事務局からその他連絡事項等があればお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 それでは、次回の日程等につきましてご連絡させていただきます。 

 次回、第３回の会議につきましては、先日、委員の皆様方に日程調整

をさせていただいたところでございますけれども、12 月 12 日火曜日、

午後７時からを予定しております。開催通知につきましては、後ほどご

連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

 以上でございます。 

大山会長  円滑な進行にご協力いただきまして、感謝申し上げます。皆様、お疲

れさまでした。 

 それでは、これをもちまして、第２回子ども・子育て会議を終了いた

します。ありがとうございました。 

 


